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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子地図データに含まれるポリゴンの表現に用いるポリゴンデータを簡略化して簡略化
データを作成する簡略地図作製装置であって、
生成すべき簡略化データに対する表示縮尺の指定を受け付ける縮尺入力部と、
前記指定された表示縮尺よりも大きい表示縮尺を設定し、設定した表示縮尺の前記ポリゴ
ンデータを入力するポリゴンデータ入力部と、
前記ポリゴンを構成する外形の線分を、前記ポリゴンデータの表示縮尺に応じた長さで延
長し、得られた延長線分と前記ポリゴンを構成する他の線分との交点が存在する場合は、
前記延長線分により前記外形の一部を短絡させることで前記ポリゴンの簡略化を行い、前
記簡略化データを生成する簡略化部とを備える簡略地図作製装置。
【請求項２】
　請求項１記載の簡略地図作製装置であって、
前記ポリゴンデータ入力部は、設定する表示縮尺を一段階大きい表示縮尺とし、該表示縮
尺の前記簡略化データが前記簡略化部によって生成されている場合、該簡略化データを前
記ポリゴンデータとして入力する簡略地図作製装置。
【請求項３】
　請求項１記載の簡略地図作製装置であって、
前記簡略化部は、前記簡略化によって少なくとも複数のポリゴンで共有されている線分を
含む前記ポリゴンの一部の領域の削除または変形をもたらす場合は、前記延長線分による
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前記外形の一部を短絡させることを行なわない簡略地図作製装置。
【請求項４】
　請求項１記載の簡略地図作製装置であって、
前記簡略化部は、前記簡略化によって、前記ポリゴンに対して所定値以上の面積変化をも
たらす場合は、前記延長線分による前記外形の一部を短絡させることを行なわない簡略地
図作製装置。
【請求項５】
　請求項１記載の簡略地図作製装置であって、
前記簡略化部は、前記簡略化によって、前記電子地図データに含まれるいずれかの地物に
対して、前記ポリゴンによる内包関係に変化をもたらす場合は、前記延長線分による前記
外形の一部を短絡させることを行なわない簡略地図作製装置。
【請求項６】
　請求項５記載の簡略地図作製装置であって、
前記簡略化部は、前記表示縮尺が所定値以上の場合にのみ、前記内包関係に関する条件を
考慮する簡略地図作製装置。
【請求項７】
　コンピュータを用いて、電子地図データに含まれるポリゴンの表現に用いるポリゴンデ
ータを簡略化して簡略化データを作成する簡略地図作製方法であって、
前記コンピュータが、生成すべき簡略化データに対する表示縮尺の指定を受け付ける縮尺
入力工程と、
前記コンピュータが、前記指定された表示縮尺よりも大きい表示縮尺を設定し、設定した
表示縮尺の前記ポリゴンデータの入力を受け付けるポリゴンデータ入力工程と、
前記コンピュータが、前記ポリゴンを構成する外形の線分を、前記ポリゴンデータの表示
縮尺に応じた長さで延長し、得られた延長線分と前記ポリゴンを構成する他の線分との交
点が存在する場合は、前記延長線分により前記外形の一部を短絡させることで前記ポリゴ
ンの簡略化を行い、前記簡略化データを生成する簡略化工程とを備える簡略地図作製方法
。
【請求項８】
　電子地図データに含まれるポリゴンの表現に用いるポリゴンデータを簡略化して簡略化
データを作成する機能をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラムであっ
て、
前記コンピュータが、生成すべき簡略化データに対する表示縮尺の指定を受け付ける機能
と、
前記コンピュータが、前記指定された表示縮尺よりも大きい表示縮尺を設定し、設定した
表示縮尺の前記ポリゴンデータの入力を受け付ける機能と、
前記コンピュータが、前記ポリゴンを構成する外形の線分を、前記ポリゴンデータの表示
縮尺に応じた長さで延長し、得られた延長線分と前記ポリゴンを構成する他の線分との交
点が存在する場合は、前記延長線分により前記外形の一部を短絡させることで前記ポリゴ
ンの簡略化を行い、前記簡略化データを生成する機能と、
を実現するためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子地図データに含まれるポリゴンデータを簡略化して簡略化データを作成
する簡略地図作製装置、簡略地図作製方法およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子地図データは、表示縮尺に応じて用意された複数種類のレベルデータを使い分ける
ことにより、種々の表示縮尺で地図を表示することが可能である。表示縮尺が大きい場合
（以下、「大縮尺」とも言う）、即ち比較的狭い領域を詳細に表示する場合には、地形お
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よび地物の形状を細部まで表現したデータが用いられる。表示縮尺が小さい場合（以下、
「小縮尺」とも言う）、即ち比較的広域を表示する場合には、地形および地物形状を簡略
化したデータが用いられる。複数種類のレベルデータを準備する負荷を軽減するために、
大縮尺用の電子地図データに基づき、地形および地物形状を簡略化した小縮尺用の電子地
図データを自動生成する技術が望まれている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、面積が所定の閾値以下となるポリゴンを削除することによって
簡略化を行う技術を開示している。表示縮尺に応じて、閾値を変化させることにより、削
除されるポリゴン数を調整し、簡略化の程度を調整することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２２０９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来技術では、以下に例示する不適切な簡略化が行われる可能性があった。第
１の例として、電子地図データでは、大きな湖などのように、複数のポリゴンが集まって
表現される地物が存在する。かかる地物に対して、ポリゴンごとに面積を評価し、削除す
ると、本来の形状の一部が不自然に欠け落ちてしまう可能性がある。第２の例として、細
長い形状のポリゴンの場合は、面積が比較的大きい場合でも、小縮尺では形状がつぶれて
しまい、適切に表示されない可能性がある。第３の例として、簡略化によって地物同士の
関係に不整合が生じる可能性があった。例えば、岬の先端に灯台が設置されている場合を
考える。かかる場合に、灯台の有無を考慮せずに、岬のポリゴンを削除してしまうと、簡
略化された地図データでは、海中に灯台が存在するという不自然な状態が表現されること
になる。
【０００６】
　本発明は、従来技術におけるこれらの課題を考慮し、電子地図データのポリゴンの適切
な簡略化を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、電子地図データに含まれるポリゴンデータを簡略化して簡略化データを作成
する簡略地図作製装置として構成することができる。本発明の簡略地図作製装置は、電子
地図データからポリゴンデータを入力し、このポリゴンを構成する外形の線分を延長して
得られる延長線分により、外形の一部を短絡させることでポリゴンの簡略化を行い、簡略
化データを生成する。短絡とは、他の線分と交差する延長線分の一部を用いてポリゴンの
新たな外形線を定義することにより、ポリゴン形状を変形する処理を言う。本発明によれ
ば、このように、従来技術のようにポリゴンを削除する方法ではなく、ポリゴンの形状を
変形する方法を採るため、先に説明した種々の弊害を回避した簡略化データを作成するこ
とができる。本発明において、簡略化処理は、ポリゴンを構成する少なくとも一部の線分
によって設定される延長線分を用いて行えば足りる。
【０００８】
　延長線分の設定には、もとの線分に対して所定量の線分を追加する方法、もとの線分を
所定比で延長する方法を適用することができる。この設定には、簡略化データに対して指
定された表示縮尺を反映させることが好ましい。即ち、延長線分の長さを表示縮尺に応じ
て決定することが好ましい。例えば、上述の「所定量」や「所定比」を表示縮尺に応じて
設定する方法を採ることができる。
【０００９】
　もとの線分に対して、延長線分は、線分の一端を固定して他端を延長した第１の延長線
分、および他端を固定して一端を延長した第２の延長線分など、種々の態様で設定するこ
とができる。本発明では、各線分に対していずれか一種類の延長線分のみを用いて簡略化
処理を行っても良いが、上述の第１、第２の双方について他の線分と交差するか否かを評
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価し、いずれか一方を用いるようにすることが好ましい。こうすれば、評価対象となる延
長線分を多数設けることにより、簡略化処理を確実に行うことができる。
【００１０】
　本発明は、簡略化処理を施す前の電子地図データ（以下、「原データ」と呼ぶ）に対し
、表示縮尺を複数段階に変化させて複数種類の簡略化データを作成する方法に適用するこ
とができる。例えば、原データの表示縮尺を除いて、２以上の表示縮尺に対応した簡略化
データを作成する場合は、表示縮尺が大きい順に簡略化データを作成させることが好まし
い。この際、新たな簡略化データは、原データおよび生成済みの簡略化データのうち、最
小の表示縮尺のデータを基準として作成することが好ましい。換言すれば、作成対象とな
る表示縮尺よりも一段階大きい表示縮尺に対応したデータを用いることが好ましい。こう
することにより、表示縮尺に応じて段階的にポリゴンの簡略化を図ることができる。従っ
て、表示縮尺を単調に変化させながら地図を表示させた場合に、ポリゴンの形状が不自然
に変化することを回避できる。
【００１１】
　本発明では、複数の線分に対応する延長線分の全てを簡略化に用いる必要はなく、一部
だけを用いてもよい。この場合、いずれかの線分と交差する延長線分に対し、更に、所定
条件に基づいて簡略化への適否を判断することが好ましい。所定条件の設定によって、簡
略化の過程で生じる可能性がある種々の弊害を回避することができる。
【００１２】
　例えば、第１の判断方法として、少なくとも複数のポリゴンで共有されている線分（以
下、「共有線分」と呼ぶ）の削除をもたらす延長線分は、簡略化に不適と判断してもよい
。具体的には、第１に、共有線分を延長して得られる延長線分が不適と判断されることに
なる。第２に、共有線分ではない線分を延長して得られる延長線分のうち、共有線分がポ
リゴンの外形線から削除されるような簡略化処理をもたらす延長線分が不適と判断される
ことになる。この判断により、例えば、複数のポリゴンが集合して１つの大きな地物形状
を表している場合に、ポリゴン形状が不自然に変形することを回避できる。
【００１３】
　第２の判断方法として、簡略化によって、ポリゴンに対して所定値以上の面積変化をも
たらす延長線分は、簡略化に不適と判断してもよい。こうすることにより、簡略化によっ
て極端にポリゴン形状が変化することを回避できる。この判断に用いられる所定値は、固
定としてもよいし、表示縮尺に応じて変化させてもよい。例えば、所定値は、大縮尺では
大きく、小縮尺では小さくなる単調関数で設定してもよい。面積変化は、簡略化前後の面
積比を用いてもよいが、両者の差分を用いることが好ましい。
【００１４】
　第３の判断方法として、簡略化によって、電子地図データに含まれるいずれかの地物に
対して、ポリゴンによる内包関係に変化をもたらす延長線分は、簡略化に不適と判断して
もよい。例えば、処理前にはポリゴン内に存在した地物が、処理後にはポリゴン外に位置
することになる簡略化処理や、ポリゴン外の地物が処理後にはポリゴン内に位置すること
になる簡略化処理をもたらす延長線分が、不適と判断されることになる。こうすることに
より、海岸線を構成するポリゴンの簡略化処理によって、処理前に岬に位置した灯台が、
処理後には海中に位置することになるなど、地物とポリゴンの位置関係に不整合が生じる
ことを回避できる。
【００１５】
　上述した第３の判断方法は、全ての表示縮尺で考慮してもよいし、表示縮尺が所定値以
上の場合にのみ、考慮するようにしてもよい。後者の態様では、小縮尺の場合には、不整
合を生じる地物を、ポリゴンの簡略化処理と共に削除するようにしてもよい。こうするこ
とで、上述の不整合を回避しつつ、ポリゴン形状の簡略化を図ることができる。
【００１６】
　本発明の簡略地図作製装置において、上述した種々の特徴は、必ずしも全てが適用され
ている必要はなく、適宜、組み合わせたり選択したりして適用することができる。本発明
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は、簡略地図作製装置としての構成の他、コンピュータによってポリゴンの形状を簡略化
する簡略地図作製方法として構成してもよい。また、この簡略化をコンピュータに実現さ
せるためのコンピュータプログラムや、かかるコンピュータプログラムを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体として構成することもできる。
【００１７】
　記録媒体としては、記録媒体としては、フレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭ、光磁気
ディスク、ＩＣカード、ＲＯＭカートリッジ、パンチカード、バーコードなどの符号が印
刷された印刷物、コンピュータの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭなどのメモリ）および外
部記憶装置等、コンピュータが読取り可能な種々の媒体を利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施例について以下の順序で説明する。
　　　　　Ａ．装置構成：
　　　　　Ｂ．簡略化処理の概要：
　　　　　Ｃ．簡略化条件：
　　　　　Ｄ．簡略化データ生成処理：
　　　　　Ｅ．連結処理：
【００１９】
Ａ．装置構成：
　図１は実施例としての簡略地図作製装置の概略構成を示す説明図である。実施例の簡略
地図作製装置は、端末１００とサーバ２００から構成される。両者は、ローカルエリアネ
ットワークなどで接続されている。端末１００は、サーバ２００から、簡略化処理の基礎
となる電子地図データを読み込み、以下で説明する簡略化処理を実行して、その結果をサ
ーバ２００に格納する。端末１００とサーバ２００とを統合し、スタンドアロンで稼働す
る装置として構成することも可能である。
【００２０】
　サーバ２００は、簡略化地図の作製に必要な電子地図データを提供し、作成結果として
の簡略化データを格納する。簡略化の基礎となるオリジナルの電子地図データ２１０（以
下、「原データ」と称する）には、種々の地物形状のポリゴンデータを格納した形状デー
タベース（ＤＢ）２１２、およびその属性情報を格納した属性ＤＢ２１４が含まれる。属
性としては、各地物の種類、名称など、地物自体に関する情報、およびポリゴンの面積、
塗りつぶしの色、構成する各線分が供給線分であるか否かなど、ポリゴンデータに関する
情報などが含まれる。
【００２１】
　図示する通り、サーバ２００では、表示縮尺ごとに各データが格納されている。縮尺１
、縮尺２の簡略化データ２２０、２３０は、原データを簡略化したデータであり、それぞ
れ原データと同様の形式で、形状ＤＢ２２２、２３２および属性ＤＢ２２４、２３４を含
んでいる。これらのデータの一部は、複数の表示縮尺間で共有してもよい。
【００２２】
　端末１００は、例えば、汎用のパーソナルコンピュータに、図示する機能ブロックを実
現するコンピュータプログラムをインストールすることによって構成することができる。
図中に示す各機能ブロックの少なくとも一部は、ハードウェア的に構成しても構わない。
各機能ブロックは、以下に示す機能をそれぞれ提供する。
【００２３】
　コマンド入力部１１０は、キーボードやマウスなどに対するユーザの操作を通じて、種
々のコマンドを入力する。かかるコマンドには、例えば、簡略化地図の表示縮尺の指定が
含まれる。表示制御部１２０は、端末１００のディスプレイを制御して、コマンド入力の
ためのインタフェース画面、電子地図データの表示などを行う。
【００２４】
　ＤＢ管理部１４０は、サーバ２００と通信して、データベースからのデータの読み出し
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、データの書き込みを行う。サーバ２００から読み出されるデータとしては、図示する通
り、ポリゴンデータや属性データが含まれ、サーバ２００に書き込まれるデータとしては
、端末１００で作成された簡略化データが含まれる。
【００２５】
　ポリゴンデータ入力部１５０は、ＤＢ管理部１４０を介して、簡略化データを作成する
基礎となるポリゴンデータを入力する。分解処理部１６０は、このポリゴンデータを分解
して、ポリゴンの外形を構成する各線分のデータを生成する。簡略化部１３０は、こうし
て得られた各線分のデータを用いて、ポリゴンの簡略化処理を実行する。簡略化条件１３
２は、簡略化処理で使用される種々の条件を格納するテーブルである。その内容は後述す
る。
【００２６】
Ｂ．簡略化処理の概要：
　図２は簡略化処理の概要を示す説明図である。図の右側には、地図中のあるポリゴンの
周辺領域を、オリジナル、縮尺１、縮尺２の各表示縮尺に対応して示した。地図の表示縮
尺は、この順に小さくなる。即ち、図の左側に示す通り、オリジナル、縮尺１、縮尺２の
各表示縮尺における地図ＭＡＰ０、ＭＡＰ１、ＭＡＰ２に対して、各表示縮尺における周
辺領域ＡＲＥＡ０、ＡＲＥＡ１、ＡＲＥＡ２が占める割合は順に小さくなる。
【００２７】
　本実施例では、複数段階の表示縮尺に対する簡略化データを作成する場合には、表示縮
尺の大きい順に処理を実行する。つまり、オリジナルのデータを基礎として縮尺１の簡略
化データを作成し、縮尺１の簡略化データを基礎として縮尺２の簡略化データを作成する
。
【００２８】
　簡略化は次の手順で行う。オリジナルのデータに含まれるポリゴンＰＯＬ０、ＰＯＬの
うち、ポリゴンＰＯＬ０（図中ハッチングを付した部分）を簡略化する場合を考える。本
実施例では、このポリゴンＰＯＬ０の外形形状を線分に分解し、各線分を延長して、簡略
化後の外形を決定する。例えば、図中の例において、線分Ｌ１～Ｌ４を延長したとする。
この延長線分によってポリゴンの形状がＰＯＬ１に変形される結果、破線で示すように、
オリジナルのポリゴンＰＯＬ０の凹部が消失することとなる。次にＰＯＬ１において、線
分Ｌ５を延長すれば、ポリゴンの形状はＰＯＬ２に変形され、破線で示す部分が消失する
ことになる。この延長線分の決定方法については、後述する。
【００２９】
　簡略化を行う際の基礎として用いるポリゴンは任意に選択可能であるが、本実施例では
、次に示す意図から、指定された表示縮尺よりも一段階大きい表示縮尺に対応したポリゴ
ンを基礎として用いる。図中の例では、ポリゴンＰＯＬ０、ＰＯＬ１のいずれを基礎とし
ても、線分Ｌ５を延長する限り、同じ形状ＰＯＬ２が得られるが、延長する線分の選択に
よっては、ポリゴンＰＯＬ０を基礎とする場合とＰＯＬ１を基礎とする場合で変形後の形
状が異なる場合がある。場合によっては、縮尺２に対応するポリゴンを、２段階表示縮尺
が大きいオリジナルのポリゴンＰＯＬ０の変形によって求めた場合、縮尺１に対応するポ
リゴンＰＯＬ１で消失したはずの領域が、縮尺２で残存してしまう可能性もある。このよ
うな不整合があると、表示縮尺を連続的に変化させながら地図を表示した場合に、ポリゴ
ンの形状が不自然に変化するおそれがある。本実施例では、指定された表示縮尺よりも一
段階大きい表示縮尺に対応したポリゴンを簡略化の基礎として選択することにより、こう
した不整合を回避している。
【００３０】
Ｃ．簡略化条件：
　図３は簡略化条件１３２の内容を例示する説明図である。簡略化条件とは、図２で示し
たように、延長線分によってポリゴンの形状を変形する際に、その変形の適否を判断する
ために用いられる条件である。本実施例では、３通りの条件を、図示するテーブル形式で
記憶している。この条件の少なくとも１つを満たす変形は、不適と判断されることになる



(7) JP 4658503 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

。「有効」欄の設定をＹＥＳ／ＮＯに切り換えることで、各条件の適用有無を切り換える
ことができる。図中の例では、全条件が適用されることを意味している。簡略化条件とし
ては、例示した内容に限らず、種々の条件を任意に設定することができる。
【００３１】
　第１の条件は、「デフォルメ対象ポリゴンに共有線分が含まれる」という条件である。
共有線分とは、複数のポリゴンに共有されている線分を言う。図中に共有線分の例を示し
た。図示するように、実線で示したポリゴンＰＯＬ０と、破線で示したポリゴンＰＯＬが
隣接している場合を考える。線分ＬＣ２は、ポリゴンＰＯＬ０、ＰＯＬの双方に共有され
ているため、「共有線分」である。共有線分であるか否かは、属性データに属性情報とし
て記録されている。
【００３２】
　この状態で、ポリゴンＰＯＬ０のいずれかの線分を延長して得られる延長線分Ｌｃ１で
、ハッチングを付した部分を削除する変形を行う場合を考える。ハッチングを付した部分
が、変形される領域、即ちデフォルメ対象ポリゴンである。この例では、デフォルメ対象
ポリゴン内に共有線分Ｌｃ２が含まれることになるため、延長線分Ｌｃ１による変形は不
適と判断される。また、共有線分Ｌｃ２を延長して変形を行うことも、必然的に、この条
件を満足することになる。
【００３３】
　第２の条件は、「デフォルメ対象ポリゴンの面積≧閾値Ｔｈａ」という条件である。こ
れは、大きい面積変化を伴う簡略化によって、ポリゴンの形状が極端に変形するのを回避
するための条件である。図中に例示するように、延長線分Ｌｃ３で、ポリゴンＰＯＬ０か
らハッチングを付したポリゴンＰＯＬｄを削除する変形を行う場合を考える。ポリゴンＰ
ＯＬｄがデフォルメ対象ポリゴンである。デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬｄの面積が閾値
Ｔｈａよりも大きい場合、その変形は不適と判断される。デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬ
ｄの面積に代えて、デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬｄと、変形前のポリゴンＰＯＬ０の面
積比を用いることもできる。
【００３４】
　本実施例では、図中の右側に示すように、閾値Ｔｈａを表示縮尺に応じて変化させ、大
縮尺では大きい値、小縮尺では小さい値とする。閾値Ｔｈａは連続的に変化させてもよい
し、段階的に変化させてもよい。こうすることにより、ポリゴン形状の極端な変形を抑制
する程度を、表示縮尺に応じて、変化させることができる。
【００３５】
　第３の条件は、「表示縮尺≧Ｔｈｖ　かつ　デフォルメ前後で地物の内包関係が変化」
という条件である。Ｔｈｖの値は任意に設定可能である。内包関係の変化としては、変形
前後で、地物の位置が、（１）ポリゴン内からポリゴン外に移動する場合、（２）ポリゴ
ン外からポリゴン内に移動する場合の２通りがある。「表示縮尺≧Ｔｈｖ」という条件は
、省略しても良い。
【００３６】
　地物の位置が、「（１）ポリゴン内からポリゴン外に移動する」例を図中に示した。延
長線分Ｌｃ１によって、ポリゴンＰＯＬ０から、ポリゴンＰＯＬｃを削除する変形を考え
る。ポリゴンＰＯＬ０は海岸を構成しており、デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬｃには、地
物として灯台Ｌｈが存在しているとする。かかる状態で、デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬ
ｃを削除する変形を行うと、灯台Ｌｈは、変形後のポリゴンＰＯＬ０の外に排出され、結
果として海中に位置することになる。
【００３７】
　併せて、地物の位置が、「（２）ポリゴン外からポリゴン内に移動する」例を図中に示
した。この例では、ハッチングを付したポリゴンＰＯＬ０を延長線分Ｌｃ２で変形処理す
ることによって、破線で示したポリゴンＰＯＬｉが消失する。ポリゴンＰＯＬ０は海岸で
あり、デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬｉは海に当たるとする。また、デフォルメ対象ポリ
ゴンＰＯＬｉ中には、海上タワーＴｗが設置されているとする。かかる状態で、デフォル
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メ対象ポリゴンＰＯＬｉが消失する変形を行うと、海上タワーＴｗは、変形後のポリゴン
ＰＯＬ０内に取り込まれ、結果として陸上に位置することになる。
【００３８】
　第３の条件「内包関係の変化」は、このように地物とポリゴンの位置関係に不整合が生
じることを回避するための条件である。内包関係の変化に加えて、ポリゴンの属性を考慮
するようにしてもよい。例えば、ポリゴンの変形前後で地物の内包関係が変化した場合で
も、その前後で地物が属するポリゴンの属性が一致する場合には、その変形を許容するよ
うにしてもよい。例えば、図中の例では、デフォルメポリゴンＰＯＬｃに対する変形によ
って、灯台Ｌｈが属性「陸上」のポリゴンＰＯＬ０から排出された場合、同じ属性「陸上
」を有する別のポリゴンに取り込まれるのであれば、この変形は許容されることになる。
【００３９】
　本実施例では、「表示縮尺≧Ｔｈｖ」の場合にのみ第３の条件を適用しているため、「
表示縮尺＜Ｔｈｖ」の時には、ポリゴンの変形によって、内包関係の変化が生じる可能性
がある。本実施例では、かかる場合には、ポリゴンの変形と共に、内包関係の変化に関連
する地物を削除するものとした。こうすることで、地物の存在によって、ポリゴンの変形
が必要以上に制約されることを回避することができる。
【００４０】
Ｄ．簡略化データ生成処理：
　図４は簡略化データ生成処理のフローチャートである。端末１００が実行する処理であ
る。図５は構成線分への分解処理例の示す説明図である。図６は簡略化の一例を示す説明
図である。図５，６を参照しながら、図４に沿って、簡略化データ生成処理について説明
する。
【００４１】
　この処理が開始されると、端末１００は、生成すべき簡略化データに対する表示縮尺の
指定、および基礎となるポリゴンデータを入力する（ステップＳ１０）。入力すべきポリ
ゴンデータは、先に説明した通り、指定された表示縮尺よりも一段階大きい表示縮尺に対
応したデータである。本実施例では、表示縮尺の大きい順に簡略化データを作成するため
、この入力は、処理済みの簡略化データまたは原データのうち、表示縮尺が最小のデータ
を読み込むことと同義となる。
【００４２】
　次に、端末１００は、ポリゴンを構成線分に分解する（ステップＳ１２）。図５に構成
線分への分解例を示した。図の上方に示すハッチングを付した領域が入力されたポリゴン
ＰＯＬ０を意味している。ポリゴンＰＯＬは、ポリゴンＰＯＬ０に隣接するポリゴンであ
る。 図の下方には、ポリゴンＰＯＬを構成線分に分解した状態を示した。黒丸で挟まれ
た各線分が構成線分となる。線分Ｌｃ２はポリゴンＰＯＬ０、ＰＯＬの共有線分である。
【００４３】
　次に、端末１００は、構成線分の中から簡略化の対象となる対象線分を１本、選択する
（図４のステップＳ１４）。対象線分は任意の方法で選択可能である。図中に本実施例に
おける選択順序を例示した。図示する通り、ポリゴンを分解した結果、構成線分Ｌａ，Ｌ
ｂ，Ｌｃ，Ｌｄが得られているとする。本実施例では、まず、実線矢印のように右回りに
順に対象線分を選択する。即ち構成線分Ｌａ→Ｌｂ→Ｌｃ→Ｌｄの順に対象線分を選択す
る。その後、破線で示すように左回りに対象線分を選択する。即ち構成線分Ｌｄ→Ｌｃ→
Ｌｂ→Ｌａの順に対象線分を選択する。この選択順序は、後述する延長線分の定義時に影
響する。
【００４４】
　対象線分が共有線分である場合（ステップＳ１６）、端末１００は、簡略化処理の対象
としては不適と判断し、次の対象線分を選択する（ステップＳ２６、Ｓ１４）。対象線分
が、例えば、図５中におけるＬｃ２の場合には、次の対象線分の選択に移行することにな
る。
【００４５】



(9) JP 4658503 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

　対象線分が共有線分でない場合（ステップＳ１６）、端末１００は、対象線分を延長し
て、延長線分を定義する（ステップＳ１８）。本実施例では、対象線分の始点を固定し、
終点側に延長するものとした。
【００４６】
　図６に延長の例を示した。構成線分Ｌ１を延長する場合を考える。この線分が先に示し
た右回り順に選択されている場合、頂点Ｐ１が構成線分Ｌ１の始点、頂点Ｐ２が終点とな
る。従って、終点方向にＬ１１だけ延長する結果、線分「Ｌ１＋Ｌ１１」が延長線分とし
て定義される。逆に、左回り順で選択されている場合、頂点Ｐ２が始点、Ｐ１が終点とな
る。従って、終点方向にＬ１２だけ延長することになり、線分「Ｌ１＋Ｌ１２」が延長線
分として定義される。
【００４７】
　延長量Ｄは、本実施例では、表示縮尺に応じて設定した。図６の右側に示す通り、表示
縮尺が大きい程、延長量が短くなる。「延長量＝０」は簡略化データ生成処理の基礎に用
いられる地図データ、即ちステップＳ１０で入力されたポリゴンデータの表示縮尺である
。延長量は、かかる設定に代えて、固定値としてもよい。また、延長「量」に代えて、構
成線分との「比」を用いるようにしてもよい。
【００４８】
　端末１００は、こうして定義された延長線分について実交点の有無を判断する（図４の
ステップＳ２０）。実交点とは、延長線分と、他の構成線分との交点である。図６の例で
は、構成線分Ｌ１を延長した延長線分には、実交点が存在しないことになる。構成線分Ｌ
２を延長した延長線分「Ｌ２＋Ｌ２１」は、実交点Ｐｉが存在することになる。
【００４９】
　実交点が存在しない場合（ステップＳ２０）、端末１００は、簡略化処理の対象として
は不適と判断し、次の対象線分を選択する（ステップＳ２６、Ｓ１４）。実交点が存在す
るが（ステップＳ２０）、先に図３で示した簡略化条件を満たさない場合も同様である（
ステップＳ２２）。
【００５０】
　実交点が存在し、簡略化条件も満足する場合（ステップＳ２０、Ｓ２２）、端末１００
は、簡略化を実行する（ステップＳ２４）。先に説明した通り、図６において、構成線分
Ｌ２の延長線分は実交点Ｐｉを有する。この延長線分によって変形を行うとすると、デフ
ォルメ対象ポリゴンはＰＯＬｐとなる。この変形が簡略化条件を満足する場合には、端末
１００は、上述の延長線分でポリゴンの外形を新たに定義する。この結果、実交点Ｐｉは
、変形後のポリゴンの頂点の１つとなり、デフォルメ対象ポリゴンＰＯＬｐは消失するこ
とになる。
【００５１】
　端末１００は、以上の簡略化を、対象線分を代えながら、全ての線分について繰り返し
実行し（ステップＳ２６）、いずれかの簡略化による結果を出力する（ステップＳ２８）
。出力すべき結果は、例えば、変形前後でポリゴンの面積変化が最小、変形前後で構成線
分数の数の変化が最小などの評価基準で選択することができる。かかる処理に代えて、い
ずれかの構成線分によって、簡略化（ステップＳ２４）が正常に行われた時点で、その結
果を出力して（ステップＳ２８）、処理を終了してもよい。端末１００は、地図データ中
に含まれる複数のポリゴンに対して、それぞれ、以上で説明した簡略化データの生成処理
を行う。
【００５２】
Ｅ．連結処理：
　図７は連結処理のフローチャートである。簡略化データの生成処理（図６）によって生
成された簡略化データに対して、同一の属性を有するポリゴン同士を１つのポリゴンに連
結することにより、データ構造の簡素化を図るために、端末１００が実行する処理である
。この処理は省略可能であり、例えば、ユーザの指定によって選択的に実行するようにし
てもよい。
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【００５３】
　この処理が開始されると、端末１００は、簡略化データの表示縮尺および簡略化したポ
リゴンデータを入力する（ステップＳ３０）。簡略化データには、複数のポリゴンが含ま
れる。端末１００は、この中から処理対象となる対象ポリゴンを１つ選択する（ステップ
Ｓ３２）。この選択順序は任意に設定可能である。
【００５４】
　次に、端末１００は、対象ポリゴンおよび隣接するポリゴンの属性を取得する（ステッ
プＳ３４）。両者の属性が一致し（ステップＳ３６）、かつ両者の合計面積が所定値Ｔｓ
より小さい場合（ステップＳ３８）には、端末１００はこれらのポリゴンを連結し（ステ
ップＳ４０）、少なくとも一方を満足しない場合は、連結処理をスキップする。ポリゴン
の連結は、周知の処理であるため、詳細な説明は省略する。端末１００は、以上の処理を
全ポリゴンについて実行し（ステップＳ４２）、結果を出力して（ステップＳ４４）、連
結処理を終了する。
【００５５】
　上記処理において、ステップＳ３８で用いる所定値Ｔｓは任意に設定可能であり、固定
値としてもよいし、表示縮尺に応じて変化させてもよい。例えば、縮尺が大きいほど大き
い値に設定することができる。また、ステップＳ３８の判断は省略し、面積に関わらず連
結するものとしても差し支えない。
【００５６】
　以上で説明した実施例の簡略化地図作製装置によれば、ポリゴンの形状を変形すること
により、表示縮尺に応じた適切な簡略化を実現することができる。以上、本発明の種々の
実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されず、その趣旨を逸脱しな
い範囲で種々の構成を採ることができることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施例としての簡略地図作製装置の概略構成を示す説明図である。
【図２】簡略化処理の概要を示す説明図である。
【図３】簡略化条件１３２の内容を例示する説明図である。
【図４】簡略化データ生成処理のフローチャートである。
【図５】構成線分への分解処理例の示す説明図である。
【図６】簡略化の一例を示す説明図である。
【図７】連結処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００５８】
　　１００...端末
　　１１０...コマンド入力部
　　１２０...表示制御部
　　１３０...簡略化部
　　１３２...簡略化条件
　　１４０...ＤＢ管理部
　　１５０...ポリゴンデータ入力部
　　１６０...分解処理部
　　２００...サーバ
　　２１０...電子地図データ
　　２２０、２３０...簡略化データ
　　２１２、２２２、２３２...形状データベース
　　２１４、２２４、２３４...属性データベース
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